
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
九
十
九
号

納
税
貯
蓄
組
合
法
施
行
令

内
閣
は
、
納
税
貯
蓄
組
合
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
に
基
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
規
約
の
届
出
）

第
一
条
　
納
税
貯
蓄
組
合
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
納
税
貯
蓄
組
合
の
規
約
の

届
出
は
、
組
合
の
代
表
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
が
、
当
該
規
約
の
謄
本
を
当
該
組
合
の
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
を
管
轄
す
る
税
務
署
長
、
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
長
（
特
別
区
の
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
提
出

し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
規
約
の
謄
本
の
提
出
は
、
当
該
謄
本
三
通
を
税
務
署
長
、
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長

の
い
ず
れ
か
に
提
出
す
れ
ば
足
り
る
も
の
と
し
、
当
該
謄
本
の
提
出
を
受
け
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
謄
本
一

通
ず
つ
を
他
の
規
約
の
届
出
を
受
け
る
べ
き
者
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会
の
規
約
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

（
納
税
貯
蓄
組
合
預
金
の
通
帳
等
の
表
示
）

第
二
条
　
納
税
貯
蓄
組
合
は
、
一
の
金
融
機
関
に
対
し
て
最
初
に
そ
の
組
合
員
の
納
税
貯
蓄
組
合
預
金
の
預
入
を
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
組
合
が
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
規
約
の
届
出
を
し
た
税
務
署
長
、
都
道
府
県
知

事
又
は
市
町
村
長
か
ら
当
該
組
合
が
納
税
貯
蓄
組
合
で
あ
る
旨
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
、
当
該
金
融
機
関
に
対

し
て
当
該
証
明
書
を
呈
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
金
融
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
の
呈
示
を
受
け
た
組
合
の
組
合
員
の
納
税
貯
蓄
組
合
預
金
に
関
す

る
通
帳
又
は
証
書
に
、
当
該
預
金
が
納
税
貯
蓄
組
合
預
金
で
あ
る
旨
の
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
納
税
貯
蓄
組
合
が
解
散
し
た
と
き
は
、
組
合
の
代
表
者
で
あ
つ
た
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
は
、
遅
滞
な

く
、
当
該
組
合
を
通
じ
て
し
た
納
税
貯
蓄
組
合
預
金
を
預
入
し
て
い
る
金
融
機
関
に
対
し
て
そ
の
旨
を
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
金
融
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
、
そ
の
他
納
税
貯
蓄
組
合
が
解
散
し
た
こ
と
を
知
つ

た
と
き
は
、
そ
の
後
の
機
会
に
お
い
て
、
当
該
組
合
を
通
じ
て
し
た
納
税
貯
蓄
組
合
預
金
に
関
す
る
通
帳
又
は
証

書
の
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
を

ヽ
ヽ

ま
つ
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
八
条
第
一
項
但
書
の
期
間
）

第
三
条
　
法
第
八
条
第
一
項
但
書
に
規
定
す
る
期
間
は
、
金
融
機
関
が
複
利
の
方
法
に
よ
り
納
税
貯
蓄
組
合
預
金
を

受
け
入
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
金
融
機
関
に
お
い
て
元
本
に
組
み
入
れ
る
べ
き
利
子
の
計
算
の
基
礎
と
さ

れ
て
い
る
期
間
（
以
下
「
利
子
計
算
期
間
」
と
い
う
。
）
と
し
、
金
融
機
関
が
複
利
以
外
の
利
子
計
算
の
方
法
に

よ
り
納
税
貯
蓄
組
合
預
金
を
受
け
入
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
金
融
機
関
の
事
業
年
度
と
す
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
利
子
計
算
期
間
又
は
事
業
年
度
が
六
月
を
こ
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
当
該
利
子
計
算
期
間
又
は
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
六
月
ご
と
に
区
分
し
た
期
間
（
最
後
に
六
月

未
満
の
期
間
を
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
期
間
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
一
利
子
計
算
期
間
又
は
一
事
業
年
度
と
み
な
す
。

３
　
金
融
機
関
が
利
子
計
算
期
間
又
は
事
業
年
度
の
中
途
に
お
い
て
解
散
し
た
場
合
（
合
併
に
因
り
解
散
し
た
場
合

を
含
む
。
）
に
お
い
て
は
、
当
該
利
子
計
算
期
間
又
は
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
解
散
の
日
ま
で
の
期
間
及
び
解

散
の
日
の
翌
日
か
ら
当
該
事
業
年
度
の
末
日
ま
で
の
期
間
（
合
併
に
因
る
解
散
の
場
合
に
お
い
て
、
解
散
し
た
金

融
機
関
が
受
け
入
れ
て
い
た
納
税
貯
蓄
組
合
預
金
で
合
併
後
存
続
す
る
金
融
機
関
に
承
継
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て

は
、
合
併
の
日
の
翌
日
か
ら
合
併
後
存
続
す
る
金
融
機
関
の
合
併
の
日
の
翌
日
を
含
む
利
子
計
算
期
間
又
は
事
業

年
度
の
末
日
ま
で
の
期
間
）
を
、
第
一
項
に
規
定
す
る
利
子
計
算
期
間
又
は
事
業
年
度
と
み
な
す
。

（
補
助
金
の
交
付
手
続
）

第
四
条
　
納
税
貯
蓄
組
合
は
、
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
補
助
金
の
交
付
を
受
け

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
毎
年
十
月
か
ら
翌
年
九
月
ま
で
の
分
に
つ
い
て
、
当
該
期
間
内
に
使
用
し
た
同
項
の
費
用

の
金
額
及
び
そ
の
費
途
別
の
内
訳
を
記
載
し
た
補
助
金
交
付
申
請
書
を
、
そ
の
年
十
月
末
日
ま
で
に
当
該
組
合
の

規
約
の
届
出
を
し
た
税
務
署
長
を
経
由
し
て
当
該
組
合
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
国
税
局
長
に
、

又
は
当
該
補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
地
方
公
共
団
体
が
第
一
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
規
約
の
届
出
を
し
て
い
な
い
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
補
助
金
交

付
申
請
書
に
は
、
当
該
規
約
の
謄
本
を
添
附
す
る
も
の
と
す
る
。

（
解
散
の
届
出
）

第
五
条
　
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
解
散
の
届
出
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書
面
三
通
を
規
約
の
届
出
を
し
た
税

務
署
長
、
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
の
い
ず
れ
か
に
提
出
し
て
す
れ
ば
足
り
る
も
の
と
し
、
当
該
書
面
の
提

出
を
受
け
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
書
面
一
通
ず
つ
を
他
の
解
散
の
届
出
を
受
け
る
べ
き
者
に
送
付
す
る
も
の

と
す
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
七
月
三
一
日
政
令
第
一
四
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
二
十
八
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
一
〇
月
一
日
政
令
第
三
一
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
二
年
三
月
二
九
日
政
令
第
三
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
納
税
貯
蓄
組
合
法
施
行
令
第
四
条
及
び
第
五
条
の
規
定

は
、
昭
和
三
十
一
年
十
月
以
後
の
期
間
分
の
補
助
金
の
交
付
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
七
月
九
日
政
令
第
二
四
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
六
月
一
日
政
令
第
一
七
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
四
月
八
日
政
令
第
八
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
月
三
一
日
政
令
第
二
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十

五
年
二
月
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
七
月
二
九
日
政
令
第
二
三
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
八
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
三
日
政
令
第
一
八
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行

政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
次
条
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
二
月
十
六

日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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